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山梨県側から県境付近に向けて実施する高速長尺先進ボーリング

計画について

本県はこれまでも専門部会等において「高速長尺先進ボーリング（以下、

「ボーリング」という。）によって、県境付近で静岡県の水が流出する可

能性」「県境に破砕帯が連続している可能性」への懸念について、繰り返

し説明してきたところです。本県の水資源に影響のある範囲を科学的に定

めることにより、影響がないと考えられる範囲を明らかにすることが重要

である、と本県は考えています。影響があるかないか判明しないまま、ボ

ーリングを開始することは、問題だと考えています。

令和５年１月 25 日に開催した、第 11 回静岡県地質構造・水資源専門部

会において、貴社から、山梨県内から県境付近に向けて実施するボーリン

グについて、「山梨県内のボーリングは準備、施工、調査は進めていきた

いと思っています。止めないという意味です。県境に近い区間（県境より

100m を目安）では、地質の変化や湧水量の変化に注意しながら、慎重に削

孔する。山梨県側へ流出する湧水と同量の水を静岡県側に戻す方法が実施

可能となった場合には、県境を越えてボーリング調査を進める」との説明

がありました。

一方、本県からは「静岡県内の水に影響がないことを確認する仕組みを

作り、合意した後に削孔に着手していただきたい」と意見しましたが、会

議における貴社の回答は「報告の仕方を早急に決めさせていただいて、そ

の上で進める」というものでした。

これまで、貴社は県境付近の断層帯について、「さらに山梨側へ破砕質

な地質が連続している可能性は否定できない」と説明しています。仮に、

その断層帯が山梨県にまで及んでいた場合、貴社のボーリング計画のまま

では、ボーリングが断層帯に近接して水圧差で静岡県側から山梨県側へ地

下水が流出する、またはボーリングが断層帯に到達してしまい、静岡県の

地下水が山梨県側に大量に流出してしまうといったことを懸念していま

す。
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貴社は、これまで、ボーリングについて「強引に進めるつもりはない」

「これからしっかりと対話をさせていただきたい」などと説明しています。

これを踏まえた上で、下記について、対応するよう要請いたします。

記

１ 貴社の説明では、慎重な削孔を開始する地点として県境より 100m を

目安としていますが、その根拠が示されていません。本県の地下水が流

出するおそれが低いと考えられる区間を科学的根拠に基づき設定し、示

すこと。

その区間設定が妥当であると、本県において確認できれば、その区間

を削孔することは、問題ないと考えます。

また、この区間において、貴社が報告するとしている、日々のボーリ

ング先端位置及び代表的な地質の状況と孔口湧水量以外についても、貴

社が調査で把握した情報（周辺地下水位や南アルプストンネル先進坑の

湧水量を含む）を報告すること。

２ 上記１で設定した区間の西端から県境までの区間については、その区

間に達するまでに、リスク管理の観点と静岡県の地下水が山梨県側に流

出してしまう懸念に関して、速やかに以下の項目について対話し、本県

と合意すること。

・ボーリングの管理項目と管理値

・管理値を超えた場合の対応（静岡県側のモニタリングを含む）

・結果報告の項目、方法、頻度

・山梨県側への流出する水の全量の戻し方（流出量測定方法などの

具体的な方策を含む）

第 9回専門部会において、貴社は水圧差により水が山梨側に引っ張ら

れる現象について、「あると思います」、また、高速長尺先進ボーリング

が県境付近まで来たときに、断層帯に当たった際の対応について検討を

求められたことについて、「検討しております」と説明しています。

また、第 11 回専門部会において、貴社は、山梨県内のボーリングに

ついても「例えば断層が非常に乱れているとか、地質が非常に乱れてい

るとか水がたくさん出ているような場合はですね、そこはあまり無理を

せずに、一旦そこで止まると言うことも考えております。」と説明して

います。

これらのことから、仮に上記２について合意できない場合は、削孔を

止めること。


